
 

令和８ 年度二条城二之丸御殿欄間等清掃業務委託 
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京都市文化市民局元離宮二条城事務所 

保存整備係 大本・ 曽根 

電話 075-841-0096 

 



 

１  名  称 

  令和８ 年度二条城二之丸御殿欄間等清掃業務委託 

 

２  履行場所 

 ⑴ 名 称： 元離宮二条城 

 ⑵ 所在地： 京都市中京区二条通堀川西入二条城町 541 番地 

 ⑶ 建造物： 二之丸御殿遠侍及び車寄・ 式台・ 大広間・ 蘇鉄之間・ 黒書院・ 白書院（ 建造物の位

置は「 別紙１ 」 参照）  

写真１  遠侍及び車寄 写真２  式台 写真３  大広間 写真４  蘇鉄之間 

写真５  黒書院 写真６  白書院 

 

３  履行期間 

  契約の日の翌日から 令和９ 年３ 月 31 日ま で 

 

４  委託料の支払い条件 

 ⑴ 前金払 

   前金払は行わない。  

 ⑵ 部分払 

   部分払は行わない。  

 ⑶ 完了払 

   完了後に支払う 。  

 

５  委託業務内容 

   本業務は、 元離宮二条城内の国宝二之丸御殿６ 棟において、 欄間及び建具等の清掃を行う も の

である 。  

 ⑴ 欄間の清掃 

   欄間及びその周辺の埃等の除去を行う 。  

ア 対 象 

・  欄間（「 別紙２ ・ ３ 」 参照）  

・  欄間と 防災用雨戸等と の間（ 欄間の背面）  

・  欄間周辺の鴨居及び内法長押等 
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イ  使用する 道具 

・  刷毛及び筆等（ 部品に金属が含ま れる も のは使用不可）  

・  羽ほう き （ ダチョ ウ ）  

・  電動式ブロ ーワ ー 

ウ  作業回数 

年１ 回 

エ 注意事項 

・  欄間の清掃は、 下部の障子の清掃に先立って行う こ と 。  

・  欄間の下に障壁画（ 襖絵、 杉戸絵等） がある 場合は、 障壁画に埃等が付着し ないよ う に

養生を施すこ と 。  

・  欄間に施さ れている 彩色の剥離及び部材の折損・ 脱落等を防ぐ ため、 作業は慎重に行う

こ と 。 部材が脱落し そう になっている 箇所があった場合は、 直ちに本市担当者にその旨を

報告する こ と 。  

・  刷毛及び筆等の柄が欄間に接触し ないよ う 注意し て作業を 行う こ と 。  

・  ブロ ーワ ーを使用する 際には、風量と 使用し ていい箇所について本市担当者から 前も っ

て指示を受ける こ と 。  

・  ブロ ーワ ーを使用する 際には、 障壁画（ 天井画、 小壁貼付、 襖等） に風が当たら ないよ

う に注意する こ と 。  

・  作業完了後、 敷居及び床面等に落ちた埃等も 清掃する こ と 。  

 

 ⑵ 建具の清掃 

ア 対 象（「 別紙４ ・ ５ 」 参照）  

 障子及び舞良戸等の埃の除去を行う 。  

・  障子の桟 

・  舞良戸及び壁の舞良子 

※ 障子は床面から 1. 5 メ ート ルよ り 上部のみ。  

イ  使用する 道具 

・  刷毛及び筆等（ 部品に金属が含ま れる も のは使用不可）  

・  羽ほう き （ ダチョ ウ ）  

・  電動式ブロ ーワ ー 

ウ  作業回数 

年１ 回 

エ 注意事項等 

・  建具の清掃は、 上部の欄間の清掃完了後に行う こ と 。  

 

６  作業日時 

作業は二之丸御殿観覧休止日のう ち、 下記のいずれかの日程に実施する こ と 。 作業日時は、 本

市担当者と 協議の上決定する 。  

・  作業可能日： 令和８ 年７ 月・ ８ 月・ 12 月及び令和９ 年１ 月の火曜日 
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        ただし 、 令和８ 年 12 月 29 日( 火) は除く 。  

※ 当該日が祝日の場合は、当該日後最初に到来する 休日でない日が観覧休止

日と なる 。  

  ただし 、 下記の欄間については、 作業日の制限がある 。  

・  大広間の一部の欄間（ OH-B-09, 10、 OH-C-09, 10, 39, 40、 OH-D-34, 35） は令和８ 年７ 月及び８

月の作業は不可。  

・  黒書院の一部の欄間（ KS-B-10, 11、 KS-C-37, 38） は令和８ 年 12 月及び令和９ 年１ 月の作業

は不可。  

 

７  提出書類 

・  完了届 

・  報告書（ 作業中の写真等を掲載）  

・  請求書 

 

８  その他 

 ⑴ 二之丸御殿は国宝であり 、作業に際し ては障壁画を含む建造物全般にき 損等が生じ ないよ う 、

以下の内容を 遵守する こ と 。 なお、 作業中にき 損等を生じ さ せた場合には、 直ちに本市担当者

に報告する こ と 。  

・  二之丸御殿に入殿する 際には靴下を着用する こ と 。  

・  衣服のボタ ン及びファ ス ナー等は閉める こ と （ 袖を含む）。  

・  腕時計、 アク セサリ ー類及び首から 下げている 物は取り 外し 、 ボタ ン又はチャ ッ ク のつい

ていないポケッ ト には物を入れないよ う にし て作業を 行う こ と 。  

・  本市担当者の許可なし に柱、 壁及び建具に触れないこ と 。  

・  脚立を使用する 際には、 脚立の脚に養生を施すか脚立の下に養生シート を敷く こ と 。  

・  二之丸御殿内では筆記用具は鉛筆を用いる こ と （ ペン類及びシャ ープペンシルは使用不

可）。  

・  障子及び障壁画等に衣服、 持ち物及び脚立等の作業具が接触し ないよ う 、 周囲を充分に確

認し た上で移動する こ と 。  

・  その他本市担当者が作業時に適宜伝える 注意事項 

⑵ 受注者は以下に示すよ う な対策を講じ 、作業従事者の健康・ 安全に充分配慮する こ と 。なお、

「 ○」 で示す項目については必ず実施する こ と 。  

○ ゴーグル及び防塵マス ク を装着する 。  

・  ヘルメ ッ ト を着用する 。（ 高所作業の場合は必須）  

・  防護服を 着用する 。  

・  適宜水分補給及び休憩を行う 。 ※水分補給は本市担当者の指示する 場所で行う こ と 。  

・  空調服を 着用する 。  

 ⑶ 受注者が希望する 場合には、 馬脚立※を貸与する 。 なお、 馬脚立を使用する 場合には、 メ ー

カーの取り 扱いマニュ アルに示す使用方法を遵守し 、使用後には付着し ている 埃等を拭き 取り

返却する こ と 。  
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※ ナカオ 勇馬 ESK-18（ 垂直高 1, 390〜1, 750mm） １ 台（ 状況によ り ２ 台貸与可能な場合あ

り ）  

※ 脚立が不足する 場合は、 受注者が不足分を準備する こ と 。  

 ⑷ 本業務に伴う 全ての経費（ 納品等） は、 委託料に含ま れる も のと する 。  

 ⑸ 本仕様書に記載のない事項ま たは仕様書に疑義が生じ た場合は、 本市と 協議し 、 その決定に

従う も のと する 。  

⑹ 本仕様書に掲げる 業務以外の業務が生じ た場合は別途契約する 。  
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